
事業承継の現状と支援策

令和４年１２月２日（金）

独立行政法人中小企業基盤整備機構 中部本部
中小企業アドバイザー
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Ⅰ．事業承継の概要



Ⅰ- １．休廃業・解散件数の推移

・中小企業の休廃業・解散件数は、2016年に4万件を超え、2020年に5万件に
近づいており、増加傾向が顕著である。

4出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

休廃業・解散件数の推移



Ⅰ- ２．休廃業・解散企業の代表者年齢の推移

・休廃業・解散企業の代表者年齢は、70歳以上が59.7％に達する。

5出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

休廃業・解散件数の代表者年齢の構成比

70代

80代

60代



Ⅰ- ３．社長の平均年齢の推移

・社長の平均年齢は60歳超となり、支援企業の半数は60歳以上と想定される。

6出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

社長の平均年齢



Ⅰ- ４．経営者年齢別の後継者不在率

・経営者が60代以上の企業のうち、約半数は後継者が不在。

7出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

社長年齢別に見た、後継者決定状況
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・ここまでに紹介したデータから推定すると・・・。

出所：令和3年度版「事業承継支援マニュアル（令和3年度版）」（独）中小企業基盤整備機構

Ｑ１．支援している中小企業者は何社ほどありますか？

Ｑ２．上記のうち、経営者が60歳以上の中小企業者は何社ほどありますか？

100社 あたり

Ｑ３．支援している中小企業者（経営者が60歳以上）のうち、将来的に廃業
予定の中小企業者は何社ほどありますか？

社

約50社 （約50％） 社

約25社 （約25％） 社

実際の支援企業数と、頭に浮かぶ経営者の年齢から、実感できるのでは
ないでしょうか？

Ⅰ- ５．支援企業に占める将来の廃業企業数は？
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・後継者を決定し、事業を引き継ぐ上で苦労した点として、親族内承継では、
「取引先との関係維持」や「補佐する人材の確保」が多く、承継前に後継者に
引き継ぐための取組や教育に支援を要する。

出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

Ⅰ- ６．本当の問題は後継者を決定してから・・・

後継者への事業引継ぎで苦労した点



「事業承継」とは、企業がこれまで培ってきたさまざまな財産（人・物・金・知的
資産）を円滑に引き継ぐこと。

目に見えにくい経営資源の承継

ヒトの承継
後継者

資産の承継
事業用資産
（設備・不動産等）

資金
（株式・運転資金等）

個人
財産人

物

金

知的資産

【人的資産】
熟練工の持つ匠の技

社長の持つ信用
ノウハウ

【構造資産】
経営理念
営業秘密

特許
許可・認可・認証

【関係資産】
得意先担当者の人脈

顧客情報
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Ⅰ- ７．事業承継とは？



Ⅰ- ８．知的資産の重要性 ～老舗企業の生き残りのポイント～
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出典：長寿企業4000社アンケート
実施日:08/3/24～08/4/10
回答数:814社（回答率20.4%）
実施機関：帝国データバンク史料館

65.8%

45.5%

43.0%

38.6%

34.6%

34.5%

27.9%

18.6%

17.6%

13.1%

9.7%

8.0%

4.4%

4.4%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

信頼の維持、向上

進取の気性

品質の向上

地域との密着

伝統の継承

技術の継承

顧客の継承

知名度の向上

厚い従業員の層

仕入先の継承

その他

物的資産

社歴の長さ

オーナー企業

無回答

1位 信頼の維持（65.8%）

2位 進取の気性（45.5%）

3位 品質の向上 （43.0%）

4位 地域密着 （38.6%）

5位 伝統の継承 （34.6%）

6位 技術の継承 （34.5%）

7位 顧客の継承 （27.9%）

12位 物的資産 （8.0%）

オンバランス化される資産は・・・

【今後生き残っていく為には何が必要だとお考えですか？（複数回答可）】

帝国データバンク「百年続く企業の条件」（2009.9朝日新聞出版）



Ⅰ- ９．知的資産の見える化による事業承継計画策定

12出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

・ 「知的資産」の見える化により、具体的な事業承継計画の策定が可能となる。

経営者と後継者が想いを共有



M&A件数は急速に伸びており、特に、小規模案件を扱う事業承継・引継ぎ支援
センターの伸長が著しい。
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Ⅰ- 10．Ｍ＆Ａ件数の推移

出所：2022年度版「中小企業白書」中小企業庁

資料：中小企業庁「中小M&A推進計画」
(注) 「中小M&A仲介上場3社」とは、

(株)日本M&Aセンター、
(株)ストライク、

M&Aキャピタルパートナーズ(株)
について、集計したものである。

Ｍ＆Ａ件数の推移



M&A実施により、販売面で狙った効果を得ている企業が多いが、内部の統合
効果は弱い傾向にある。

14

Ⅰ- 11．Ｍ＆Ａ実施の効果

出所：2022年度版「中小企業白書」中小企業庁

Ｍ＆Ａ実施後の満足度に見た、Ｍ＆Ａ実施後の具体的効果



期待する効果が得られるかの判断、効果を得るためのノウハウ取得が難しい。

15

Ⅰ- 12．Ｍ＆Ａ実施の障壁

出所：2022年度版「中小企業白書」中小企業庁

買い手としてＭ＆Ａをする際の障壁
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Ⅱ．事業承継ガイドラインと支援施策



Ⅱ- １．事業承継ガイドラインの基本 「事業承継の５ステップ」

17出所：事業承継ガイドライン（平成28年12月） 中小企業庁
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Ⅱ- ２．事業承継ガイドライン改訂のポイント

経済業省HP

後継者不在により、役員・従業員承継、
第三者承継（M＆A）が増加。

後継者は、時代の変化に対応した「新
たなビジネスモデル」の構築が必要。

M＆Aの統合効果を高めるためのノウ
ハウを提供する仕組みづくりが必要。

事業承継の推進には、段階を踏んだ
支援を行うことが必須。

市場が拡大しているスモールM＆Aの
担い手が求められている。

引き続き、5ステップの支援が基本。
多岐に渡る制度・支援策を認知拡大。

各県に配置した事業承継・引継ぎ支援
センターが支援。（後述）

役員・従業員承継、第三者承継の説明
を拡充した支援を展開。

後継者目線に立った説明を拡充した支
援を展開。

統合準備～統合後フォローまで含めた
ワンストップ支援を展開。

これまで同様

新たに拡充 （支援ツールを後述）
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Ⅱ- ３ - （１）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」

©（独）中小企業基盤整備機構
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Ⅱ- ３ - （２）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」
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Ⅱ- ３ - （３）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」
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Ⅱ- ３ - （４）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」
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Ⅱ- ３ - （５）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」
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Ⅱ- ３ - （６）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」
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Ⅱ- ３ - （７）．ツール紹介 「支援メニュー一覧」
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（参考） 経営デザインシート
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Ⅱ- ４ - （１）．PMIガイドラインの骨子

©（独）中小企業基盤整備機構

M&Aの目的を明確化
し、成功を定義する

PMIを意識した事
前準備をする

PMIの推進体制を構
築し、取組を実行する

“ポスト”PMIにおける
方針を検討・実行する
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Ⅱ- ４ - （２）．PMIガイドライン（概要版）
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Ⅱ- ４ - （３）．PMIガイドライン（基礎編）
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Ⅱ- ４ - （４）．PMIガイドライン（発展編）

©（）中小業基盤整備機構
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Ⅱ- ５．事業承継税制の全体像

出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構
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Ⅱ- ６．事業承継税制（特例措置） 令和6年3月までに特例承継計画を提出

32出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」 （独）中小企業基盤整備機構
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Ⅱ- ７．民法の特例 （除外合意）

出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」 （独）中小企業基盤整備機構

・自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外する。
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Ⅱ- ８．民法の特例 （固定合意）

出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」 （独）中小企業基盤整備機構

・自社株式のうち、後継者の貢献による価値変動分を遺留分算定の基礎財産
から除外する。
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Ⅱ- ９．会社法の特例

出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」 （独）中小企業基盤整備機構
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Ⅱ- １0 - （１）．事業承継・引継ぎ補助金（令和3年度補正予算）

出所：令和3年度版「中小企業経営者のための事業承継対策」（独）中小企業基盤整備機構

類型 型 補助率 補助額上限 内容 補助対象経費

創業支援型

経営者交代型

M&A型

買い手支援型

売り手支援型

150万円

再チャレンジを目的とし
て、既存事業を廃業する
ための費用を補助。

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費
等廃業・再チャレンジ類型

600万円

600万円

2／３
※400万
円超～
600万円
部分は1/2

２／３

事業承継やM&A（事業再
編・事業統合等。経営資
源を引き継いで行う創業
を含む。）を契機とした
経営革新等（事業再構
築、設備投資、販路開
拓、経営統合作業（PMI）
等）への挑戦に要する費
用を補助。

M&Aによる経営資源の引
継ぎを支援するため、
M&Aに係る専門家等の活
用費用を補助。

設備投資費用、人件費、店舗・事
務所の改築工事費用 等

M&A支援業者に支払う手数料※、
デューデリジェンスにかかる専門
家費用、セカンドオピニオン 等
※M&A支援機関登録制度に登録された
ファイナンシャルアドバイザー（FA）また
はM&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介
費用に限る

経営革新
類型

専門家活用
類型

新事業の設備投資
や販促費用を補助

コンサル費用を補助

在庫処分・解体費を補助

令和4年
度補正
は800万
円へ増
額予定

創業者

親族内・従業員

第三者

廃業者
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Ⅱ- １0 - （２）．事業承継・引継ぎ補助金の補助内容（経営革新）

出所：事業承継・引継ぎ補助金ポータルサイト

2017 年 4 月 1 日から事業期間中に実施された事業承継が対象。
国内拠点で地域経済活性化に資する取り組みを行う、以下の補助対象者が、
事業再構築・デジタル化・グリーン化に資する事業を行うこと。

製造業・宿泊業・娯楽業 ：20人以下
上記以外（商業・サービス業） ：5人以下

＜小規模事業者＞

小規模事業者以外は、
②～④のいずれかを
満たす必要がある。

※ 別途、資格要件として、
経営経験は3年、実務経験は6年、
所定の研修のいずれかを満たす
ことも必要。

＜補助対象者＞
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Ⅱ- １0 - （３）．事業承継・引継ぎ補助金の活用事例

出所：事業承継・引継ぎ補助金ポータルサイト

事業承継・引継ぎ補助金
ポータルサイトには、事例集
が豊富に掲載されている。

詳細ページへ
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Ⅲ．事業承継支援への関わり方



Ⅲ - 1． 事業承継・引継ぎ支援センターの概要

40

・国の運営する「事業承継・引継ぎ支援センター」は、全国47都道府県に相談窓
口が設置されており、親族内承継支援、第三者承継支援、後継者人材バンク、
経営者保証に関する支援を行っている。

出所：事業承継・引継ぎポータルサイト 2021年12月21日



Ⅲ - ２．親族内承継 （事業承継・引継ぎ支援センター）

41出所：事業承継・引継ぎポータルサイト 2021年12月21日

税理士や中小
企業診断士等
の外部専門家と
連携し、「事業
承継計画」策定
の支援を無料で
行います。

＜支援＞

中小企業・
小規模事業者
に事業承継の
取り組みを
アドバイス



Ⅲ - ３．第三者承継・マッチング （事業承継・引継ぎ支援センター）
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・第三者の事業引継ぎに関する、あらゆる相談に対応している。

出所：事業承継・引継ぎポータルサイト 2021年12月21日



Ⅲ - ４．スモールM＆A支援が伸長 （事業承継・引継ぎ支援センター）

43出所：事業承継・引継ぎポータルサイト 2021年12月21日

相談件数 事業引継ぎ件数

譲渡側企業の現状

譲渡側企業
の7割が小
規模事業者
という独自
性があり、
相談件数は
48,000件超、
に達し、
事業引継ぎ
件数は
3,500件超
に達する。

48,505 3,577

小規模
事業者
が7割



Ⅲ - ５．経営者保証解除支援 （事業承継・引継ぎ支援センター）

44

・事業承継時の経営者保証解除の支援を行い、保証料率低減が可能。

出所：経営者保証に関する支援のチラシ2021年12月21日
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Ⅲ - ６．事業承継時の経営者保証解除 支援スキーム

出所：令和3年度版「事業承継支援マニュアル」（独）中小企業基盤整備機構
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Ⅲ - ７．事業承継特別保証制度

出所：中小企業庁HP

15倍に拡大
（2022年9月）
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（参考）
経営者保証解除チラシ



Ⅲ - ８．中小機構事業承継ポータルサイトの紹介

48出所：中小機構 「事業承継ポータルサイト

・中小機構中部本部は、支援機関が行う事業承継支援をサポートしています。
（セミナー、相談会、職員向け講習、専門家派遣）



49出所：中小機構 「事業承継ポータルサイト

事業承継支援の
考え方や進め方を
説明した冊子、ツール
を掲載しています。

事業承継の流れを
わかりやすく説明した
動画、冊子、ツールを
掲載しています。

中小企業のために

支援機関のために

事業承継の進め方についての動画を配信（中小企業向け／支援機関向け）



50出所：中小機構 「事業承継ポータルサイト

事業承継の現状と制度・支援策・取り組み方の理解

事業承継に向けた経営強化の取り組み方の理解

ダウンロード可・資料請求可

ダウンロード可

本日配布
資料



51出所：中小機構 「事業承継ポータルサイト

事業承継支援の進め方と考え方
を様式・Q&Aとともに説明。

ダウンロード可



Ⅲ ‐ ９．中小機構中部本部の支援 ～ 定例窓口相談 ～

52

『 中小機構中部本部 』 で検索

その他の支援
メニューもご活
用ください。

中小企業経営者向け
の窓口相談を毎月1回
行っています。
（皆様の同席も可能）



Ⅲ ‐ １０．事業承継窓口相談の 開催内容 と 申し込み方
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オンライン相談も可能



Ⅲ ‐ １１．窓口相談後の継続支援コンテンツ ～ 専門家派遣 ～
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皆様の同席が
必要です。



Ⅲ ‐ １２．事業承継・引継ぎ支援センターと中小機構の役割の違い
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ご相談者
（経営者）

窓口相談

専門家派遣

事業承継・引継ぎ支援
センターに相談

認定支援機関（皆様）

中小機構中部本部
情報連携

同席可能

同席必須

事業承継支
援を体感し、
イメージを
掴んでもらう。

事業承継の外部支
援メニューとして取
り入れ、支援企業を
センターにつなぐ。

中小機構の役割は、認定支援機関（皆様）の
事業承継支援のバックアップであり、中小企
業を直接支援する役割は、事業承継・引継
ぎ支援センターが担います。
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中小機構中部本部の窓口相談等のコンテンツを
是非、ご活用ください。

独立行政法人

中小企業基盤整備機構中部本部（中小機構中部本部）

〒460-0003 名古屋市中区錦２－２－１３ 名古屋センタービル４階

地域・連携支援部 地域・連携推進課 電話 ０５２－２０１－３００９（直通）

ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chubu/index.html

ご清聴ありがとうございました。


